
                    平成１７年１１月１１日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

コンセント付芳香拡散機 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本機は、コンセントに直接差し込んで使用する小形ファン内蔵の芳香拡散機であ

る。機器の両側面に各々１個（計２個）のサービスコンセントが組み込まれたもの

である。 

 

○構造、仕様、意匠 

 定格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、２０Ｗ 

両側面サービスコンセントは、合計１２Ａ 

 

○主な使用者、販売先 

家電販売店、家電量販店、スーパー、ディスカウントショップ等 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「電気芳香拡散機」とし

て取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、芳香拡散機にコンセントが付帯されるものであり、電線、ヒューズ及

び配線器具以外の電気用品に当該接続器を付帯するときは、当該接続器が付帯され

る電気用品の電気用品名とされているため、総体を「電気芳香拡散機」として取り

扱うことが妥当と判断する。 

 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 


